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昭
和
七
年
遭
難
後
の

　
重
光
葵
公
使
と
別
府
で
の
動
向

重
光
葵
の
プ
ロ
フ
ィ
ル

小
　
玉

た
り
、
上
海
で
も
新
公
園
で
、
白
川
大
将
を
は
じ
め
陸
海
軍
武
官
・
外

交
官
臨
席
の
観
兵
式
が
催
さ
れ
た
。
式
の
終
わ
り
に
「
君
が
代
」
を
斉

唱
し
て
い
た
と
き
に
、
朝
鮮
の
独
立
運
動
家
が
投
げ
た
爆
弾
に
よ
り
、

重
光
も
重
傷
を
負
っ
た
。
病
院
で
停
戦
協
定
に
署
名
し
た
後
、
政
府
よ

洋
　
　
り
派
遣
さ
れ
た
九
大
医
学
部
の
後
藤
博
士
の
執
刀
に
よ
り
、
右
足
を
大

　
　
　
　
も
も
か
ら
切
断
し
た
の
で
あ
る
。
（
重
光
葵
『
隻
脚
記
』
）

　
　
　
　
　
昭
和
八
年
四
月
、
別
府
市
で
の
療
善
後
上
京
し
た
隻
脚
公
使
は
、
異

　
　
　
　
例
の
抜
擢
を
受
け
外
務
次
官
に
就
任
、
次
の
岡
田
啓
介
内
閣
で
も
留
任

　
重
光
葵
は
、
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）
、
大
野
郡
長
の
重
光
直
懇

の
二
男
と
し
て
三
重
町
で
生
ま
れ
た
。
十
一
歳
で
母
松
子
の
兄
重
光
彦

三
郎
の
養
子
と
な
り
、
国
東
市
安
岐
町
山
口
の
重
光
家
を
嗣
い
だ
が
、

杵
築
市
本
庄
の
実
家
で
育
っ
た
。
杵
築
中
学
校
か
ら
、
熊
本
の
五
高
大

学
予
科
独
法
科
を
経
て
、
明
治
四
十
四
年
東
京
帝
国
大
学
独
法
科
を
卒

業
し
た
。
同
年
高
等
文
官
外
交
科
に
合
格
し
、
二
四
歳
で
ド
イ
ツ
、
以

後
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
勤
務
の
後
、
大
正
八
年
（
一
九
フ
几
）
に
は
、

第
一
次
世
界
大
戦
の
講
和
全
権
随
員
を
勤
め
た
。

　
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
に
上
海
駐
在
総
領
事
と
な
り
、
翌
年
代
理

公
使
と
な
る
。
満
州
事
変
中
の
昭
和
七
年
一
月
に
勃
発
し
た
上
海
事
変

に
当
た
っ
て
、
同
年
四
月
二
十
九
日
が
、
重
光
駐
華
公
使
に
と
っ
て
は

「
運
命
の
日
」
と
な
っ
た
。
そ
の
日
は
天
長
節
（
天
皇
誕
生
日
）
に
あ

し
て
外
相
広
田
弘
毅
を
補
佐
し
、
「
広
田
三
原
則
」
（
中
国
本
土
不
可
侵
・

門
戸
開
放
・
防
共
協
力
）
を
推
進
し
た
。
彼
は
二
・
二
六
事
件
後
の
同

十
一
年
十
一
月
に
駐
ソ
大
使
と
な
っ
た
が
、
同
十
三
年
に
発
生
し
た

張
鼓
峯
事
件
の
解
決
に
当
た
っ
て
ソ
進
と
強
く
渡
り
合
っ
た
。
こ
の
こ

と
が
後
に
な
っ
て
、
重
光
が
Ａ
級
戦
犯
と
さ
れ
る
一
因
と
な
っ
た
。
翌

十
四
年
五
月
の
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
の
と
き
に
は
、
駐
英
特
命
全
権
大
使

と
し
て
ロ
ン
ド
ン
に
赴
任
し
て
い
た
。

　
こ
の
年
九
月
に
第
二
次
世
界
大
戦
が
始
ま
っ
た
。
同
十
六
年
十
二
月

八
日
、
東
条
内
閣
は
米
国
に
対
し
て
宣
戦
布
告
、
英
国
・
オ
ラ
ン
ダ
と

も
戦
争
を
始
め
た
。
重
光
は
同
年
十
二
月
に
中
華
特
命
全
権
大
使
に
任

命
さ
れ
赴
任
、
同
十
八
年
四
月
に
東
条
内
閣
の
外
務
大
臣
に
就
任
、
同

十
九
年
七
月
か
ら
二
十
年
四
月
に
か
け
て
は
、
小
磯
内
閣
の
外
務
大
臣
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と
し
て
留
任
し
、
大
東
亜

大
臣
を
兼
任
し
た
。

　
ポ
ツ
タ
ム
宣
言
を
受
諾

し
た
鈴
木
内
閣
の
後
を
受

け
て
、
同
年
八
月
十
七
日

　
ひ
が
し
く
に
の
み
や
な
る
ひ
こ

に
東
久
題
言
稔
彦
内
閣
が

誕
生
す
る
と
、
重
光
は
三

度
外
相
と
な
っ
た
。
同
年

九
月
二
目
、
軍
艦
ミ
ズ
ー

リ
号
上
に
お
い
て
日
本
政

戦艦ミズリー号にて降服文書調印式

府
を
代
表
し
て
降
伏
文
書
に
署
名
し
た
。
こ
の
と
き
陸
海
軍
を
代
表
し

て
調
印
し
た
の
は
、
中
津
市
出
身
の
梅
津
美
次
郎
参
謀
総
長
で
あ
っ
た
。

二
人
と
も
東
京
裁
判
開
始
直
前
に
逮
捕
さ
れ
、
巣
鴨
刑
務
所
に
収
容
さ

れ
た
。
重
光
は
裁
判
で
禁
固
七
年
の
判
決
を
受
け
服
役
、
同
二
十
五
年

十
一
月
に
仮
出
所
し
た
。
翌
年
十
一
月
七
日
刑
期
満
了
。
こ
の
年
九
月

に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
対
日
平
和
条
約
調
印
、
（
翌
年
四
月
発
効
）
。

　
重
光
は
昭
和
二
十
七
年
六
月
に
結
党
し
て
間
も
な
い
改
逸
見
総
裁
に

就
任
し
政
界
に
復
帰
し
た
。
彼
は
多
く
の
著
作
・
手
記
・
関
係
文
書
を

逮
し
た
が
、
『
昭
和
の
勤
乱
』
（
中
央
公
論
壮
丁
几
五
二
年
）
は
最
初
の

著
作
で
、
当
時
の
ベ
ス
ト
ヤ
フ
ー
と
な
っ
た
。
こ
の
本
に
、
「
降
伏
文

書
が
調
印
せ
ら
れ
て
数
時
間
の
後
、
九
月
二
日
の
夕
べ
、
外
務
省
の
横

浜
出
張
員
鈴
木
九
万
公
使
が
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
司
令
部
か
ら
、
日
本
全

域
に
亘
っ
て
軍
政
を
布
告
す
る
命
令
写
し
を
受
け
取
っ
た
。
（
中
略
）

記
者
（
重
光
）
は
翌
九
月
三
日
早
朝
横
浜
に
至
り
、
総
司
令
部
に
お
い

て
マ
ア
刀
Ｉ
サ
ー
総
司
令
官
に
サ
ザ
ー
ラ
ン
ド
参
謀
総
長
同
席
の
上
会

見
し
」
軍
政
を
布
く
こ
と
を
中
止
さ
せ
て
い
る
。

　
昭
和
二
十
九
年
十
二
月
、
第
二
次
鳩
山
一
郎
内
閣
の
副
総
理
・
外
相

に
就
任
。
同
三
十
年
三
月
、
第
二
次
鳩
山
内
閣
成
立
、
副
総
理
・
外
相
。

同
年
十
一
月
十
五
目
、
自
由
民
主
立
結
成
さ
る
（
保
守
合
同
）
。
同
月

二
十
二
日
第
三
次
鳩
山
内
閣
成
立
、
副
総
理
・
外
相
。
同
三
十
一
年
八

月
十
日
ソ
連
の
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
書
記
長
・
ブ
ル
ガ
ー
ニ
ン
首
相
と
会
談
。

同
年
十
二
月
十
八
日
、
国
連
加
盟
を
認
め
ら
れ
た
日
本
代
表
と
し
て
第

一
一
回
総
会
で
、
’
国
際
社
会
へ
の
復
帰
を
宣
言
し
た
。
翌
年
一
月
二
十

六
日
に
死
去
、
享
年
六
九
歳
で
あ
っ
た
。

　
墓
の
あ
る
安
岐
町
に
は
、
彼
の
遺
品
を
納
め
た
出
演
偉
入
館
か
お
る

が
、
神
奈
川
県
湯
河
原
の
別
荘
に
重
売
薬
記
意
慾
が
あ
り
、
関
係
史
料

は
衆
議
院
憲
政
記
念
慾
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
外
交
官
・
政

治
家
と
し
て
昭
和
前
期
の
政
策
決
定
の
中
枢
に
位
置
し
て
い
た
重
光
薬

を
知
る
に
は
、
関
係
し
た
多
く
の
人
々
の
評
伝
・
著
作
・
関
係
資
料
に

眼
を
通
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
『
近
現
代
日
本
人
物
資
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料
情
報
辞
典
２
』
（
吉
川
弘
文
館
二
〇
〇
五
年
刊
）
の
重
光
葵
の
項
を

紹
介
し
た
い
。
執
筆
者
は
『
重
光
葵
と
戦
後
政
治
』
（
吉
川
弘
文
館
・

二
〇
〇
二
年
）
の
著
者
武
田
友
巳
で
あ
る
。

二
　
重
光
葵
公
使
の
別
府
療
養

　
上
海
で
遭
難
し
た
重
光
公
使
は
、
九
大
医
学
部
の
後
藤
外
科
で
第
二

の
右
脚
切
断
手
術
を
行
い
、
さ
ら
に
左
脚
、
右
手
か
ら
賎
っ
て
い
る
弾

片
を
摘
出
し
た
。
重
光
公
使
が
療
養
の
た
め
別
府
市
に
向
か
っ
た
の
は
、

昭
和
七
年
八
月
一
日
で
あ
っ
た
。
当
日
の
様
子
を
大
阪
毎
日
新
聞
西
部

毎
日
（
第
三
〇
四
六
号
・
昭
和
七
年
八
月
二
目
付
け
）
よ
り
紹
介
し
よ

う
。
（
以
下
の
記
事
は
『
重
光
葵
写
真
集
』
昭
和
六
十
二
年
・
向
陽
祭

記
念
事
業
実
行
委
員
会
発
行
よ
り
転
載
）

　
　
　
見
出
し
は
「
我
ら
の
重
光
公
使
車
窓
に
万
歳
郷
党
の
感
激
・
再

　
　
度
の
奉
公
を
誓
ひ
っ
つ
無
事
別
府
に
着
く
」
と
あ
り
、
車
椅
子
に

　
　
座
っ
た
和
服
姿
の
重
光
氏
の
写
真
が
載
っ
て
い
る
。

　
　
　
（
前
略
）
途
中
立
石
駅
か
ら
平
ｍ
‐
に
訪
ふ
と
、
公
使
は
平
門
の
ベ
ツ

　
　
ト
に
坐
り
、
傍
ら
に
は
香
り
高
い
蘭
の
植
木
鉢
な
ど
置
い
て
あ
り
、

　
　
　
一
月
程
前
つ
ん
だ
髪
は
伸
び
面
や
つ
れ
し
、
痛
々
し
い
姿
の
う
ち

　
　
に
も
元
気
を
見
せ
、
列
車
が
郷
里
ハ
坂
村
附
近
を
通
過
す
る
時
は

窓
外
に
展
開
す
る
懐
か
し
い
郷
里
の
山
川
の
風
光
を
眺
め
な
が
ら
、

福
岡
か
ら
同
行
の
秘
書
浅
賀
書
記
官
、
九
大
後
藤
外
科
の
下
田
博

士
、
同
郷
の
県
会
議
長
ハ
坂
三
治
氏
、
別
府
市
外
亀
川
町
長
笠
置

吉
治
氏
や
近
親
者
ら
と
語
ら
い
つ
つ
列
車
が
杵
築
駅
に
着
く
と
、

駅
頭
に
出
向
へ
た
郷
里
の
八
坂
村
長
棒
直
氏
、
杵
築
町
長
、
有
志
、

其
の
他
公
共
団
体
代
表
者
が
重
光
公
使
の
万
歳
を
三
唱
し
（
中
略
）

か
く
て
日
出
、
亀
川
駅
頭
と
も
そ
れ
ぞ
れ
町
の
代
表
者
、
そ
の
他

盛
ん
な
出
題
へ
か
お
り
、
同
午
後
一
時
六
分
別
府
駅
着
。
田
口
知

事
、
平
山
別
府
市
長
、
九
大
温
泉
治
療
研
究
所
の
高
安
、
松
尾
田

博
士
、
そ
の
他
官
民
多
数
の
出
迎
へ
者
に
丁
寧
な
挨
拶
を
な
し
、

附
添
者
に
肋
け
ら
れ
て
、
自
動
車
に
移
乗
、
九
大
温
泉
治
療
研
究

所
に
入
り
、
こ
こ
で
も
地
元
多
数
出
迎
へ
あ
り
、
研
究
所
の
二
階

東
側
病
棟
の
海
に
而
し
て
眺
望
の
よ
い
一
等
室
に
落
着
い
た
。

（
中
略
）

　
　
「
入
院
は
一
月
、
別
府
で
静
養
」
「
重
光
公
使
を
題
へ
て
光
栄

だ
と
語
る
高
安
博
士
」
（
小
見
出
し
の
後
に
続
け
て
）
主
治
医
の

九
大
後
藤
外
科
の
平
田
博
士
は
語
る
。
後
藤
博
士
を
始
め
私
が
重

光
公
使
の
看
護
に
当
た
り
ま
し
た
。
非
常
に
経
過
が
よ
い
の
を
喜

ん
で
い
ま
す
。
一
週
間
前
左
足
の
弾
片
二
個
を
摘
出
し
右
手
の
弾

片
を
抜
き
と
り
、
傷
口
は
全
く
直
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
右
足
の
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義
足
を
っ
け
歩
行
の
練
習
を
さ
れ
る
だ
け
で
す
が
、
公
使
は
国
民

の
同
情
に
対
し
心
か
ら
感
謝
を
さ
れ
て
を
ら
れ
ま
す
。
ま
た
九
大

温
泉
治
療
研
究
所
の
高
安
博
士
は
、
重
光
公
使
の
入
院
さ
れ
る
こ

と
は
光
栄
で
す
。
∵
刀
月
ぐ
ら
い
で
退
院
さ
れ
別
府
の
適
当
の
別

荘
で
今
秋
ご
ろ
ま
で
静
養
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
、
と
語
っ
た
。

（
以
下
略
）

　
九
大
温
研
で
の
療
養
生
活
に
つ
い
て
は
、
作
家
の
豊
田
穣
が
『
孤
高

の
外
相
重
光
葵
』
の
中
で
「
こ
こ
の
玄
関
で
も
歓
迎
さ
れ
た
重
光
は
、

三
輪
車
の
ま
ま
二
回
の
病
室
に
か
っ
ぎ
あ
げ
ら
れ
た
。
や
っ
と
移
動
の

苦
痛
か
ら
解
放
さ
れ
た
重
光
は
、
こ
の
高
台
か
ら
の
展
望
に
大
き
く
息

を
吸
っ
た
。
松
林
の
向
こ
う
に
は
別
府
湾
の
青
い
水
、
そ
し
て
廊
下
を

越
え
て
反
対
側
の
窓
に
立
て
ば
、
鶴
見
岳
の
雄
大
な
緑
が
広
が
っ
て
い

る
。
こ
れ
な
ら
ば
温
泉
に
入
浴
し
な
く
て
も
、
自
然
の
霊
気
で
負
傷
も

治
癒
し
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
…
」
「
湯
に
つ
か
り
な
が
ら
重
光
は
改
め
て

上
海
の
病
院
で
の
苦
し
い
手
術
の
頃
を
思
い
出
し
て
い
た
。
そ
こ
へ
、

三
月
一
日
に
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
華
子
が
母
に
連
れ
ら
れ
て
父
の
見
舞

い
に
や
っ
て
き
た
。
」
作
家
で
あ
る
豊
田
の
記
述
は
長
女
華
子
を
介
し

て
重
売
薬
の
心
情
を
描
い
て
い
る
が
病
状
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
い
。

　
重
光
薬
が
別
府
療
養
中
に
記
し
、
長
兄
旅
氏
が
上
梓
し
て
知
友
に
頒

布
し
た
『
隻
脚
記
』
（
稿
本
は
憲
政
記
念
館
蔵
－
表
題
は
「
隻
脚
公
使
」

向
陽
山
人
と
記
す
）
の
文
中
に
「
福
岡
か
ら
別
府
へ
」
「
篤
と
華
子
」

と
題
し
た
文
が
見
え
る
。
こ
れ
が
別
府
療
養
中
の
回
想
で
あ
る
の
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
豊
田
穣
の
『
孤
高
の
外
相
重
光
葵
』
に
よ
る
と
、

　
　
　
そ
の
後
、
重
光
は
山
手
の
九
大
温
泉
治
療
研
究
所
か
ら
、
別
府

　
　
北
部
の
亀
川
・
聖
人
ケ
浜
の
和
田
別
荘
に
移
っ
た
が
、
華
子
は
母

　
　
と
一
緒
つ
い
て
き
た
。
こ
こ
で
華
子
は
（
中
略
）
海
岸
の
舟
を
漕

　
　
ぐ
人
を
見
て
は
、
自
分
も
体
を
ゆ
す
っ
て
そ
の
真
似
を
し
て
家
族

　
　
を
笑
わ
せ
た
。
（
中
略
）
上
海
に
見
舞
に
き
た
次
男
の
篤
も
、
そ

　
　
の
後
、
別
府
に
き
て
一
緒
に
暮
ら
し
た
。
ま
だ
小
学
校
に
も
あ
が
っ

　
　
て
い
な
か
っ
た
が
、
自
転
車
に
乗
る
の
が
得
意
で
、
海
岸
を
走
っ

　
　
て
重
光
を
喜
ば
せ
た
。

　
和
田
別
荘
滞
在
中
は
、
親
族
は
も
ち
ろ
ん
ハ
坂
小
学
校
、
杵
築
中
学

校
の
同
窓
生
な
ど
知
人
の
見
舞
い
客
も
訪
れ
て
く
れ
た
が
、
本
人
も
歩

行
訓
練
を
か
ね
て
各
地
を
訪
問
し
て
い
る
。
『
重
光
葵
写
真
集
』
に
は
、

昭
和
七
年
十
月
に
八
坂
の
実
家
へ
、
十
二
月
に
は
臼
杵
石
仏
で
の
記
念

写
真
が
載
っ
て
い
る
。
ま
た
、
宇
佐
神
宮
に
参
拝
し
て
≒
ぬ
か
づ
き
て

た
だ
祈
る
な
り
神
前
に
　
正
し
き
国
の
末
を
護
れ
と
」
と
短
歌
を
遺
し

て
い
る
。
こ
れ
は
先
輩
外
交
官
松
岡
洋
右
ら
が
ス
イ
ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
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で
の
国
際
連
盟
総
会
で
活
躍
す
る
の
を
祈
念
す
る
為
で
あ
っ
た
と
い
う
。

松
岡
と
は
上
海
事
変
の
停
戦
協
定
締
結
で
と
も
に
苦
労
し
た
仲
で
あ
っ

た
。
彼
は
昭
和
七
年
十
月
十
三
目
付
で
重
光
宛
に
返
事
の
手
紙
を
出
し

て
い
る
。
（
重
光
葵
関
係
文
書
目
録
・
憲
政
記
念
館
編
集
発
行
・
昭
和

六
十
二
年
）

　
　
拝
復
　
十
日
付
芳
翰
只
今
拝
誦
、
御
順
調
の
御
様
態
と
の
事
誠
に

　
　
安
心
、
御
歩
行
自
由
の
程
度
将
来
重
大
の
関
係
付
之
、
そ
れ
の
み

　
　
気
に
掛
り
居
り
候
処
、
御
来
示
に
よ
り
欣
喜
至
極
に
存
じ
候
。
御

　
　
垂
示
無
之
と
も
小
生
の
最
も
力
強
き
後
援
は
神
の
外
、
老
兄
な
る

　
　
事
承
知
在
罷
候
。
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
は
我
唯
神
を
恐
る
と
云
ひ
大
西

　
　
郷
は
、
人
を
相
手
と
せ
ず
天
を
相
手
と
せ
よ
と
申
さ
れ
候
。
此
心

　
　
境
に
て
ゼ
ネ
ヴ
ァ
に
赴
き
中
し
候
。
唯
神
の
御
前
に
先
ず
恐
れ
慄

　
　
き
自
省
し
自
ら
を
正
す
の
用
意
は
因
よ
り
の
事
に
御
座
候
。
多
忙

　
　
中
返
書
不
用
の
添
書
付
之
候
得
共
、
已
に
已
ま
れ
ず
敢
へ
て
ご
返

　
　
事
旁
得
貴
意
候
。
　
頓
首

　
　
　
　
　
　
　
十
月
十
三
日
　
　
　
　
洋
右

　
　
　
　
　
重
光
盟
兄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
侍
曹

　
　
　
追
而
御
令
関
様
に
宜
敷
御
伝
言
放
下
度
、
尚
来
春
帰
朝
の
頃
に

　
　
は
新
春
と
共
に
東
都
に
て
老
兄
の
温
顔
に
接
し
得
る
事
と
今
よ
り

楽
み
中
候
。

　
右
の
書
状
は
重
光
の
発
信
に
対
す
る
返
事
で
あ
る
が
、
そ
の
後
松
岡

は
和
田
別
荘
に
重
光
を
訪
ね
て
い
る
。
リ
ッ
ト
ン
調
査
団
の
満
州
事
変

に
聞
す
る
報
告
を
め
ぐ
っ
て
の
意
見
を
求
め
ら
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い

が
、
重
光
は
次
の
歌
を
記
し
て
い
る
。

　
神
国
を
背
負
ひ
て
立
た
ん
人
の
未
て

　
　
　
　
　
と
も
に
語
り
て
語
り
尽
く
せ
ず

　
昭
和
八
年
正
月
を
迎
え
て
、
豊
州
新
報
紙
上
に
重
光
公
使
の
顔
写
真

と
年
頭
所
感
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
見
出
し
は
「
直
面
の
諸
国
難
に
殉

ず
る
覚
悟
」
「
対
支
事
変
に
思
ひ
を
馳
せ
つ
ｉ
」
と
な
っ
て
い
る
が
、

「
霊
泉
と
高
安
博
士
の
御
蔭
で
斯
く
早
く
令
息
し
た
事
を
感
謝
の
外
な

い
」
と
語
り

　
　
松
越
に
海
に
燃
へ
出
る
初
日
哉

　
　
　
　
　
仰
ぐ
我
身
は
傷
癒
え
に
け
り

　
　
松
越
に
海
の
表
に
初
日
の
出

　
　
　
　
　
雪
の
鶴
見
に
光
り
う
っ
し
つ

　
　
フ
」
の
天
恵
の
楽
園
を
人
工
と
調
和
せ
し
め
る
事
は
百
万
県
民
の
義

務
で
あ
る
。
こ
れ
を
破
壊
す
る
者
は
罪
悪
で
あ
る
。
（
以
下
略
）
」

　
と
こ
ろ
で
、
是
永
勉
著
『
別
府
今
昔
』
（
大
分
合
同
新
聞
社
・
昭
和
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四
十
一
年
五
月
刊
・
四
一
一
頁
）
に
「
カ
ゴ
で
立
石
山
に
の
ば
っ
た
重

光
公
使
」
と
題
し
た
項
目
が
あ
る
。
（
同
書
の
「
完
結
後
記
」
に
よ
る

と
、
高
齢
者
か
ら
の
採
話
を
中
心
に
記
事
に
し
た
と
あ
る
。
）
参
考
ま

で
に
略
記
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
上
海
で
テ
ロ
の
た
め
に
足
を
や
ら
れ
た
杵

　
　
築
出
身
の
重
光
公
使
が
治
療
の
た
め
に
別
府
に
来
て
い
た
が
、
大

　
　
蔵
の
運
動
（
甲
斐
大
蔵
の
国
旗
掲
揚
運
動
）
に
大
い
に
共
鳴
、
昭

　
　
和
八
年
一
月
一
日
午
前
十
一
時
か
ら
北
町
の
大
蔵
自
宅
内
の
報
徳

　
　
館
で
正
式
に
バ
ロ
章
旗
掲
揚
運
動
〃
発
会
式
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ

　
　
よ
り
さ
き
、
記
念
す
べ
き
こ
の
日
の
た
め
に
大
蔵
は
十
び
四
方
の

　
　
国
旗
を
和
田
別
荘
に
投
宿
中
の
重
光
公
使
の
も
と
に
持
参
、
（
中

　
　
略
）
日
の
丸
の
赤
の
部
分
を
重
光
に
塗
っ
て
も
ら
っ
た
。
（
中
略
）

　
　
　
重
光
公
使
が
カ
ゴ
に
か
っ
が
れ
て
こ
の
大
和
山
（
立
石
山
を
勝

　
　
手
に
改
名
？
）
に
の
ば
っ
た
の
は
昭
和
八
年
三
月
二
十
四
日
だ
っ

　
　
た
。
重
光
は
ケ
ー
ブ
ル
駅
の
山
上
駅
ま
で
は
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
、
そ

　
　
れ
か
ら
国
旗
掲
揚
台
ま
で
を
乙
原
部
落
の
青
年
た
ち
の
か
つ
ぐ
カ

　
　
ゴ
で
の
ば
っ
た
。

　
こ
こ
で
私
見
を
加
え
る
と
、
重
光
公
使
が
別
府
を
離
れ
た
の
は
、
次

の
よ
う
に
三
月
二
十
六
日
で
あ
る
か
ら
、
立
石
山
へ
登
る
余
裕
は
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
カ
ゴ
の
件
は
昭
和
二
年
十
月
十
二
日
に
久
雨
宮
邦
彦

殿
下
が
朝
日
村
の
青
年
た
ち
の
カ
ゴ
に
乗
っ
て
扇
山
に
登
山
し
た
事
実

　
（
『
別
府
今
昔
』
四
八
〇
頁
）
と
混
同
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
昭
和
八
年
三
月
二
十
六
日
の
豊
州
新
報
に
よ
る
と
「
重
光
公
使
は
愈

よ
別
府
引
揚
げ
」
と
の
見
出
し
で
次
の
よ
う
な
記
事
を
載
せ
て
い
る
。

　
　
　
約
七
ケ
月
間
に
亘
り
九
大
別
府
温
泉
治
療
所
及
び
石
垣
村
和
田

　
　
別
荘
の
閑
静
な
楽
園
で
保
養
中
で
あ
っ
た
わ
が
郷
土
の
生
め
る
偉

　
　
大
な
外
交
官
－
重
光
葵
公
使
は
そ
の
後
全
く
健
康
を
回
復
し
、
気

　
　
分
も
す
っ
か
り
愈
へ
た
の
で
い
よ
い
よ
二
十
六
日
午
後
六
時
半
別

　
　
府
出
帆
の
商
船
み
ど
り
九
で
上
京
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
二
十

　
　
五
目
朝
和
田
別
荘
に
公
使
を
訪
へ
ば
、
感
慨
深
げ
に
次
の
よ
う
に

　
　
語
る
。

　
　
　
自
分
は
昨
年
の
八
月
一
日
に
福
岡
の
九
大
病
院
か
ら
石
垣
村
九

　
　
大
温
泉
治
療
所
に
入
り
経
過
良
好
の
た
め
に
こ
ち
ら
（
和
田
別
荘
）

　
　
へ
引
越
し
た
が
今
日
ま
で
百
萬
県
民
の
身
に
余
る
御
同
情
と
和
田

　
　
未
亡
人
を
始
め
九
大
の
高
安
、
松
尾
雨
博
士
の
御
蔭
を
以
っ
て
意

　
　
外
に
早
く
全
快
し
既
に
大
丈
夫
と
い
ふ
処
ま
で
漕
ぎ
着
け
得
た
の

　
　
で
、
国
家
非
常
時
の
今
日
身
命
を
堵
し
て
最
後
の
御
奉
公
を
す
べ

　
　
く
い
よ
い
よ
二
十
六
日
別
府
温
泉
を
引
揚
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

　
　
（
後
略
）
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ｒ
　
｀

　
な
お
公
使
は
本
紙
を
通
じ
再
度
斜
民
諸
氏
に
よ
ろ
し
く
と
附
け
加

へ
た
が
、
上
京
と
共
に
畏
く
も
天
皇
皇
后
両
陛
下
よ
り
拝
謁
を
仰
せ

付
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

　
ス
つ
い
て
同
紙
三
月
二
十
八
日
付
け
の
一
面
に
「
重
光
公
使
晴
れ
や

か
に
神
戸
に
上
陸
」
と
の
見
出
し
で
、
次
の
記
事
が
載
っ
て
い
る
。

二
分
ル
ビ
省
略
）

　
　
　
別
府
市
外
聖
人
ケ
鼻
和
田
別
荘
に
傷
の
快
癒
で
待
っ
た
誉
の

　
　
隻
脚
公
使
重
売
薬
氏
は
、
愈
々
健
康
も
回
復
し
た
の
で
、
廿
七
日

　
　
午
前
十
一
時
半
神
戸
入
港
の
郵
船
別
府
就
航
緑
丸
で
喜
恵
夫
人
、

　
　
令
息
令
嬢
同
伴
晴
れ
の
入
港
を
な
し
た
。
（
中
略
）
官
民
多
数
の

　
　
出
迎
へ
を
受
け
、
公
使
は
紺
ス
コ
ッ
チ
の
背
楽
に
包
ん
だ
不
自
由

　
　
な
身
を
持
て
飴
し
な
が
ら
ス
テ
ッ
牛
に
上
半
身
を
支
え
、
ス
ラ
ッ

　
　
プ
に
現
れ
る
や
萬
歳
の
醤
ど
よ
め
き
（
以
下
略
）

　
な
お
、
当
日
の
豊
州
新
報
一
面
に
は
「
愈
よ
帝
国
の
聯
盟
脱
退
通
告
」

「
臨
時
閣
議
に
て
決
定
す
」
と
の
見
出
し
が
見
え
る
。
い
う
ま
で
も
な

く
、
ス
イ
ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
（
ゼ
ネ
バ
ア
）
に
お
け
る
国
際
連
盟
総
会

に
お
い
て
松
岡
洋
右
全
権
ら
が
退
場
し
、
事
実
上
国
際
連
盟
を
脱
退
し

た
事
件
を
受
け
て
の
記
事
で
あ
る
。
わ
が
国
は
こ
の
後
戦
争
へ
の
道
を

歩
む
こ
と
と
な
り
、
敗
戦
後
の
東
京
裁
判
に
お
い
て
松
岡
氏
は
Ａ
級
戦

犯
と
し
て
裁
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
松
岡
全
権
が
ジ
ュ
ネ
ー
ー
ー
ブ
に
出

発
す
る
前
に
別
府
市
を
訪
れ
、
療
養
中
の
重
光
公
使
を
見
舞
っ
た
こ
と

は
す
で
に
述
べ
た
が
、
実
は
別
府
市
の
下
野
口
の
吉
種
別
荘
に
松
岡
洋

右
全
権
大
使
の
実
兄
が
居
住
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
昭
和
八
年
三
月
九

日
の
豊
州
新
報
に
は
「
佩
朝
近
い
Ｉ
松
岡
全
権
よ
り
別
府
の
実
兄
へ
」

「
ゼ
ネ
バ
ア
か
ら
の
便
り
」
「
喜
び
を
語
る
歌
論
氏
」
の
見
出
し
が
続
き
、

次
の
よ
う
な
実
兄
の
談
話
が
載
っ
て
い
る
の
で
蛇
足
な
が
ら
紹
介
し
て

お
き
た
い
。

　
　
　
洋
右
は
幼
少
の
頃
か
ら
非
常
に
腕
白
小
僧
で
そ
の
上
向
ふ
意
気

　
　
が
強
い
質
で
し
た
か
ら
、
も
し
や
短
気
で
も
起
こ
し
て
聯
盟
加
入

　
　
国
の
感
情
を
害
し
脱
退
の
已
な
き
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
気

　
　
退
は
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。
（
中
略
）
昨
年
十
一
月
あ
れ
が
ゼ
ネ
ヴ

　
　
ア
に
渡
っ
て
以
来
、
私
等
夫
婦
は
朝
な
夕
な
ど
ん
な
日
で
も
訣
が

　
　
さ
ず
別
府
公
園
の
宮
地
嶽
神
社
に
参
詣
し
神
か
け
て
あ
れ
（
弟
洋

　
　
右
氏
）
の
健
康
と
帝
国
の
外
交
戦
の
勝
利
を
祈
っ
て
い
た
。
（
以

　
　
下
略
）

　
と
こ
ろ
で
、
翌
日
の
豊
州
新
報
に
は
吉
田
茂
前
伊
大
利
大
使
が
「
静

養
中
の
重
光
公
使
を
慰
問
」
し
た
記
事
が
載
っ
て
い
る
の
で
紹
介
し
て

お
こ
う
。
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前
伊
大
利
大
使
古
田
茂
氏
は
八
日
上
海
よ
り
長
崎
に
上
陸
、
九

日
午
後
一
時
十
分
別
府
駅
着
下
り
準
急
車
で
来
別
、
（
中
略
）
石

垣
村
聖
人
ケ
鼻
和
田
別
荘
に
目
下
静
養
中
の
重
光
公
使
を
訪
問
、

長
時
間
に
亘
っ
て
曾
談
懇
切
に
慰
問
の
上
、
同
夕
刻
六
時
別
府
出

帆
の
商
船
蔵
丸
で
大
阪
経
由
京
都
に
向
か
っ
た
。
（
以
下
吉
田
大

使
の
談
）

　
別
府
に
は
幼
少
の
頃
一
度
来
た
こ
と
が
あ
る
が
何
時
来
て
も
風

光
明
媚
殊
に
天
恵
の
温
泉
は
各
所
に
湧
出
、
近
時
遊
覧
施
設
も
完

備
し
恂
に
結
構
な
こ
と
だ
。
之
か
ら
一
風
呂
浴
び
て
重
先
君
と
打

ち
寛
い
で
去
り
し
日
の
思
い
で
話
を
し
た
い
と
思
ふ
。
重
先
君
は

こ
ん
な
い
い
所
で
ゆ
っ
く
り
静
養
し
た
の
で
慄
想
外
に
早
く
全
快

し
こ
ん
な
嬉
し
い
こ
と
は
な
い
。

　
上
海
を
始
め
各
地
を
七
日
ま
で
視
察
し
て
来
た
が
依
然
排
日
思

想
焙
ま
ず
、
特
に
今
回
惹
起
さ
れ
た
山
海
関
事
件
は
彼
我
益
々
悪

化
の
兆
あ
り
（
中
略
）
満
州
事
変
も
何
時
頃
善
意
的
に
解
決
を
告

げ
る
か
は
橡
断
を
許
さ
ぬ
。
之
か
ら
帰
京
の
上
視
察
内
容
を
各
大

臣
に
報
告
す
る
の
で
、
調
査
の
要
項
に
つ
い
て
は
Ｉ
切
語
れ
ぬ
云
々

　
右
記
の
山
海
関
は
万
里
の
長
城
が
潮
海
湾
に
臨
む
位
置
に
あ
り
、
日

本
の
関
乗
車
が
昭
和
八
年
正
月
三
日
に
占
拠
し
て
中
国
軍
と
抗
戦
状
態

が
続
い
て
い
た
。
吉
田
大
使
が
重
光
公
使
の
見
舞
い
を
兼
ね
て
、
華
北

（
中
国
）
問
題
を
話
題
に
し
た
の
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
山
海
関

事
件
に
端
を
発
し
た
日
中
間
の
停
戦
協
定
（
塘
詰
協
定
）
が
成
立
し
た

の
は
五
月
三
十
一
日
で
、
四
月
六
日
に
上
京
し
た
重
光
公
使
が
外
務
次

官
に
就
任
し
た
（
五
月
十
六
日
付
）
直
後
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
次
官

在
任
中
に
二
・
二
六
事
件
が
起
こ
り
、
岡
田
啓
介
内
閣
が
倒
れ
た
。
そ

の
年
の
昭
和
十
一
年
十
一
月
に
重
光
は
駐
ソ
大
使
と
し
て
モ
ス
ク
ワ
に

赴
任
し
、
同
十
三
年
十
月
に
は
駐
英
大
使
と
し
て
ロ
ン
ド
ン
に
赴
任
し

た
。
翌
年
九
月
に
ド
イ
ツ
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
侵
入
し
て
第
二
次
世
界
大

戦
が
始
ま
っ
て
い
る
。

　
重
光
は
昭
和
十
六
年
七
月
に
帰
国
し
、
同
年
十
二
月
十
九
日
特
命
全

権
大
使
と
し
て
中
華
民
国
勤
務
を
命
じ
ら
れ
た
が
、
出
発
前
に
郷
里
杵

築
と
安
岐
へ
墓
参
の
た
め
に
帰
っ
て
い
る
。

　
重
売
薬
が
別
府
を
拠
点
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
戦
後

の
昭
和
二
十
七
年
改
進
党
総
裁
と
し
て
衆
議
院
に
議
席
を
特
つ
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
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